
　　（平成３０年度用）

給 与 所 得 世 帯 給与所得以外の世帯

国・公立 １，０６２万円 程度 ６５４万円 程度

私　　立 １，１０６万円 程度 ６９８万円 程度

国・公立 １，０５６万円 程度 ６４８万円 程度

私　　立 １，１２２万円 程度 ７１２万円 程度

国・公立 １，０８１万円 程度 ６７３万円 程度

私　　立 １，１２６万円 程度 ７１８万円 程度

国・公立 １，０９６万円 程度 ６８８万円 程度

私　　立 １，１４３万円 程度 ７３５万円 程度

※４「給与所得以外の世帯」の上限額は、確定申告書等の「所得金額（税込）」

専修学校（専門）

短　　大

区　　分 摘　要
年収・所得の上限　（４人世帯の目安）

高等学校
専修学校（高等課

程）

大　　学

※１「独立行政法人日本学生支援機構」の年収・所得基準（2017有利子貸与の場合）に準じて作成

奨学金貸与資格認定基準

※２　家計支持者（父及び母、またはこれに代わって家計を支えている者）の申込の前年分の年収・所得金額が対象

※３「給与所得世帯」の上限額は、源泉徴収票の「支払金額（税込）」


